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一昨年の前橋市長選挙において自主的に貴職を支援した当会とし

て、 こ のたびの貴職と貴職の部下である男性幹部職員とのラブホテ

ル問題については、 憂慮に堪えません。

当問題については、一方で、 基本的にはプライベートな問題であ

り、道徳的な疑問点はあるにしても、市長の職の進退に直結する事態

ではないという見解があります。

他方で、 市役所という公的機関における職場秩序維持に反するも

のであり、純粋にプライベートな問題なのではなく、まして、公用車

使用問題や集中豪雨による緊急事餌が予想される中でのラブホテル

入室の疑いもあり、 市長としての適格性に疑問を持たせるものと言

わざるを得ないとの意見もあります。

また、上記両見解に共通することは、選挙によって選ばれた公職に

ある市長としては結果責任を負うという点です。 本問題が契機とな

り、市政に大きな混乱をもたらし、あるいは市政に停滞が生じ、今後

もその改善・解決が望めないような事態となれば、それを招いたのは

ー



貴職自身であり、不可抗力的事情での結果責任より、さらに重く直接

的な責任を負うべきものと考えます。

以上のような状況下、当会としての対応を検討するにあたり、ぜひ

とも、下記の諸点につきご回答をいただきたく、申し入れをさせてい

ただきます。

恐縮ですが、今月 10 月 2 3 日までに、代表委員・樋口和彦（住所・

〒 371-0004 前橋市亀泉町 3-36 )宛に書面にて、 ご回答いただけ

れば幸いです。

記

1 貴職とその部下男性とのラブホテル入室は完全にプライベート
な問題と認識してよいか。それとも、公務の一部ないし公務に関連す
る事項の遂行を伴うのか。

1-2 これに関連して、ラブホテル入室に際し、公用車を使用して
いないか。 公用車使用記録を一般に開示できるか。

2 大雨による災害の発生など緊急事態が想定される時に入室して
いたか。

2-2 これに関して、入室はしていたが連絡可能状態にあったと
の説明があるようだが、 貴職の携帯電話の電源接続状態を示す記録
を開示できるか。

3 市長職は、 市を代表して外部と接触すべき立場にあるが、 現状
は、 この職務を遂行しているか。

3-2 これに関連して、 もし上記職務に支障が生じているとすれ
ば、いかなる時点で、いかなる状況下で、上記職務遂行が可能となる
と考えているのか。
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